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渡
　
邉

融

要

旨

　
目
的

　
蹴
鞠
道
飛
鳥
井
家
の
元
禄
・
宝
永
年
間
の
当
主
雅
豊
の
日
記
に
よ
っ
て
当
時
の
蹴
鞠
道
家
の
年
間
蹴
鞠
暦
を
復
元
し
、
近
世
蹴
鞠
道
家
の
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
ょ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
重
要
事
項
が
何
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
遂
行
さ
れ
た
か
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

　
結
果

e
　
蹴
鞠
道
で
最
も
重
要
な
年
中
行
事
は
正
月
四
日
の
鞠
始
め
と
七
月
七
日
の
七
夕
鞠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
蹴
鞠
道
の
当
主
と
公
家
・
地
下
の
門
弟
が
参
加
し
て
行

わ
れ
た
。
鞠
始
め
は
蹴
鞠
道
の
年
頭
の
儀
式
で
あ
る
。
七
夕
鞠
は
乞
心
意
の
日
で
あ
り
、
技
の
上
達
を
祈
願
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

口
　
蹴
鞠
道
家
で
最
も
頻
繁
に
行
わ
れ
た
行
事
は
、
京
都
在
住
の
公
家
・
地
下
門
弟
た
ち
の
蹴
鞠
例
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
公
家
・
地
下
の
身
分
別
に
、
地
下
門
弟
は

さ
ら
に
上
・
中
・
下
の
三
組
に
分
れ
て
、
月
に
一
乃
至
二
回
の
割
合
で
、
か
な
り
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

日
　
門
弟
に
免
許
を
授
け
る
こ
と
は
蹴
鞠
道
家
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
蹴
鞠
免
許
に
は
冠
懸
緒
の
免
許
と
蹴
鞠
色
目
の
免
許
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
前
者

に
関
す
る
記
事
は
年
に
数
件
ず
つ
認
め
ら
れ
た
が
、
後
者
に
関
し
て
は
公
家
門
弟
向
け
の
も
の
が
若
干
見
ら
れ
た
だ
け
で
、
地
下
門
弟
の
も
の
は
殆
ど
記
録
さ
れ
て
お
ら

ず
、
史
料
的
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
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は
じ
め
に

　
近
世
の
蹴
鞠
　
蹴
鞠
は
平
安
時
代
の
貴
族
の
雅
な
遊
び
で
あ
る
と
い
う

通
念
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
面
的
な
認
識
で
あ
る
。
蹴
…
鞠
が
蹴
…
鞠

道
と
し
て
形
を
整
え
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
後
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う

放
送
大
学
研
究
年
報
　
第
十
七
号
（
一
九
九
九
）
（
七
十
七
…
九
十
六
）
頁

｝
○
¢
遷
巴
o
P
箒
d
勤
く
興
臨
け
団
O
P
9
≧
づ
2
9
ミ
（
お
⑩
⑩
）
℃
P
ミ
ー
Φ
①

に
、
室
町
時
代
以
後
全
国
に
普
及
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
公
家
・
武
家
は

勿
論
の
こ
と
、
町
方
や
村
方
で
も
蹴
鞠
が
俳
譜
や
茶
と
並
ん
で
閑
雅
な
娯

楽
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　
一
七
世
紀
の
上
方
で
は
、
『
に
ぎ
は
ひ
草
』
や
『
町
人
考
見
録
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
蹴
鞠
は
商
人
層
で
も
遊
芸
の
一
つ
と
な
り
、
こ
れ
に
耽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

溺
し
て
家
業
を
滅
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
者
さ
え
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
に

鋤
放
送
大
学
教
授
（
生
活
と
福
祉
）
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な
る
と
、
『
柳
多
留
』
に
「
そ
ろ
そ
ろ
と
息
子
碁
に
飽
き
鞠
に
飽
き
」
と

い
う
句
が
出
て
き
た
り
、
同
じ
頃
の
江
戸
小
咄
「
言
言
」
に
は
、
息
子
の

蹴
鞠
へ
の
耽
溺
に
家
業
の
将
来
を
危
ぶ
ん
で
、
息
子
の
顔
さ
え
見
れ
ば
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

言
を
い
う
父
親
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
は
後
鳥
羽
院
政
下
の
蹴

鞠
道
成
立
言
に
、
家
学
の
歌
道
を
よ
そ
に
鞠
に
励
む
息
子
為
家
を
見
て
嘆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

き
悲
む
藤
原
定
家
の
そ
れ
と
重
な
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
川
柳
・
小
咄
の

例
で
は
、
蹴
鞠
が
大
人
の
遊
び
へ
の
通
過
点
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が

印
象
的
で
あ
る
。

　
竹
下
喜
久
男
氏
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
の
摂
津
北
部
の
伊
丹
・
池
田
の

両
在
郷
町
で
は
酒
造
業
を
営
む
有
力
商
人
た
ち
が
自
宅
に
鞠
場
を
設
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　

仲
間
た
ち
と
年
会
に
興
じ
て
い
た
と
い
う
。
『
西
鶴
織
留
』
巻
一
に
、
地

下
の
鞠
足
と
し
て
最
高
位
の
紫
黒
を
許
さ
れ
た
鞠
の
名
手
が
登
場
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

が
、
こ
の
鞠
足
は
伊
丹
の
酒
造
業
者
の
息
子
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
伊
丹

の
富
商
の
鞠
は
西
鶴
当
時
か
ら
す
で
に
目
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
蹴
鞠
の
「
家
元
」
制
度
　
周
知
の
よ
う
に
近
世
の
芸
能
組
織
の
特
徴
は

家
元
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
世
紀
に
茶
・
華
・
香
道
、
謡
等
で
典
型

的
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
成
立
の
前
提
と
し
て
、
　
（
イ
）
当
時
各
地
に
発

達
し
た
町
人
社
会
へ
の
遊
芸
の
浸
透
、
　
（
籔
）
版
本
に
よ
る
指
導
書
の
大

量
出
版
、
　
（
ハ
）
イ
の
需
要
に
応
え
る
芸
能
教
授
層
の
出
現
、
の
三
条
件

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
元
制
度
で
は
神
格
化
さ
れ
た
流
祖
の
正
統
で
あ
る

こ
と
を
認
知
さ
れ
た
家
元
に
よ
っ
て
教
授
内
容
が
整
備
さ
れ
、
需
要
者
に

こ
れ
を
供
給
す
る
中
間
教
授
者
に
教
授
資
格
が
付
与
さ
れ
る
が
、
免
許
発

給
権
は
あ
く
ま
で
家
元
が
保
持
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
不
完
全
相
伝
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
こ
の
世
界
を
支
え
る
原
理
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
蹴
鞠
は
古
代
以
来
の
公
家
家
職
に
由
来
す
る
芸
能
で
あ
り
、
上
記
の
よ

う
な
典
型
的
な
諸
芸
能
と
は
系
譜
を
異
に
す
る
が
、
近
世
に
は
組
織
の
う

え
で
家
元
制
度
と
言
え
る
形
態
で
発
達
し
た
。
そ
し
て
、
公
家
の
飛
鳥

井
・
難
波
両
家
が
蹴
鞠
道
家
、
即
ち
、
所
謂
家
元
臼
御
家
と
し
て
そ
の
頂

点
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
旧
飛
鳥
井
家
の
『
文
化
十
年
鞠
道
諸
願
留
』
は
こ
れ
を
具
体
的
に
物

語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
諸
国
の
門
弟
か
ら
の
様
々
な
免
許
の
願
出
に
応

じ
て
授
け
た
免
許
内
容
と
、
そ
の
対
価
と
し
て
門
弟
が
納
め
た
礼
物
の
数

量
・
納
入
日
等
を
記
録
し
た
帳
簿
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
宮
家
や
堂

上
は
別
と
し
て
、
諸
国
か
ら
の
願
出
は
全
て
両
家
が
指
名
し
た
当
該
地
域

の
鞠
取
次
（
目
代
）
を
通
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
同
史
料
所
載
の
願
人

の
分
布
は
全
国
で
五
町
（
京
・
大
坂
・
江
戸
・
伏
見
・
長
崎
）
、
二
十
一

ケ
国
に
及
び
、
免
許
件
数
は
約
五
七
〇
、
願
人
数
は
二
三
〇
、
取
次
は
五

〇
人
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
取
次
の
中
に
は
、
江
戸
蔵
前
の
米
屋
鳥
海

左
平
次
、
信
州
上
田
下
塩
尻
村
の
百
姓
沓
掛
権
右
衛
門
ら
の
名
が
見
え

　
　
　る

。
つ
ま
り
、
近
世
に
は
蹴
鞠
は
全
国
の
町
方
・
村
方
に
ま
で
及
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。
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繭
　
研
究
の
目
的
と
史
料

（
イ
）
目
的

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
近
世
の
蹴
鞠
界
の
生
態
を
よ
り
立
ち
入
っ

て
見
る
た
あ
に
、
ま
ず
、
蹴
…
鞠
組
織
の
頂
点
に
あ
っ
た
蹴
鞠
道
家
の
年
間

暦
を
復
元
す
る
。
そ
し
て
、
道
家
の
日
常
に
ど
の
よ
う
な
蹴
鞠
関
連
の
行

事
、
業
務
が
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
、
ま
た
何
が
重
要
事
項

で
、
年
間
蹴
…
鞠
暦
の
節
目
が
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

（
口
）
史
料
　
雅
豊
日
記

　
上
記
の
目
的
の
た
め
に
用
い
だ
主
た
る
史
料
は
元
禄
・
宝
永
期
の
飛
鳥

井
家
当
主
飛
鳥
井
雅
豊
（
寛
文
四
年
～
正
徳
二
年
［
一
六
六
四
～
一
七
一

二
］
）
記
の
『
飛
鳥
井
雅
豊
日
記
』
1
～
7
（
文
部
省
史
料
館
所
蔵
2
6
×

1
～
7
、
以
下
『
日
記
』
と
表
記
す
る
）
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
旧
飛
鳥

井
・
難
波
家
の
蹴
鞠
関
係
記
録
、
帳
簿
、
文
書
類
を
用
い
た
。
『
日
記
』

の
年
代
、
体
裁
、
分
量
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

架
蔵
番
号

26

w
－
1

26

w
i
2

　
　
　
年
　
代

　
　
　
　
　
形
態
　
　
㎜

元
禄
二
年
正
月
・
二
月

　
　
　
　
　
竪
袋
　
二
七

元
禄
二
年
三
月
～
七
月

著
者
（
官
位
）

　
　
㎜
　
　
　
分
量
（
丁
）

官
爵
（
左
衛
門
督
）

一
×
二
〇
三
　
　
一
冊
（
六
二
）

　
〃
　
（
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
二
七
二
×
二
〇
七
　
〃
　
（
七
四
）

26

w
1
3
　
元
禄
七
年
正
月
～
六
月
　
　
　
　
〃
　
（
従
三
位
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
二
八
一
×
二
一
〇
　
〃
　
（
八
○
）

26

w
－
4
　
元
禄
＝
二
年
正
月
～
一
二
月
　
　
〃
　
（
正
三
位
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竪
列
　
二
六
七
×
二
〇
七
　
〃
　
（
一
二
三
）

26

w
－
5
　
元
禄
一
四
年
正
月
～
一
二
月
　
　
〃
　
（
〃
　
　
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
二
六
七
×
二
〇
〇
　
〃
　
（
一
二
〇
）

26

w
－
6
　
元
禄
一
六
年
正
月
～
一
二
月
　
　
〃
　
（
参
議
・
左
衛
門
督
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
二
六
五
×
二
一
〇
　
　
〃
　
　
（
＝
二
二
）

　
　
　
　
　
（
宝
永
六
年
正
～
六
月
力
）

26

w
1
7
　
宝
永
八
年
七
月
～
一
二
月
　
　
〃
　
（
前
中
納
言
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
二
六
八
×
一
九
〇
　
〃
　
（
二
四
）

『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
六
八
集
（
平
成
一
一
年
）
に
よ
る
。

　
前
記
、
形
態
欄
の
「
急
減
」
、
「
竪
列
」
は
冊
子
の
綴
じ
方
の
竪
帳
、
袋

綴
・
列
帳
綴
を
示
す
。

　
2
6
X
－
6
は
（
宝
永
六
年
正
～
六
月
力
）
と
あ
る
よ
う
に
、
表
題
は
元

禄
一
六
年
で
あ
る
が
、
以
下
の
理
由
で
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
の
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
①
一
月
一
四
日
に
大
樹
（
綱
吉
）
莞
去
の
記
事
が

　
　
　
　

あ
る
、
②
三
月
八
日
の
記
事
、
飛
鳥
井
家
雑
掌
よ
り
武
家
伝
奏
宛
の
帰
京

届
に
「
宝
永
六
年
三
月
八
日
」
と
あ
る
、
③
月
の
大
小
が
宝
永
六
年
と
一

致
す
る
。
こ
の
取
り
違
え
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
。

　
な
お
、
宝
永
八
（
一
七
＝
）
年
は
四
月
二
五
日
改
元
さ
れ
正
徳
元
年
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と
な
る
の
で
、
以
下
の
本
文
で
は
同
年
四
月
二
五
日
以
後
に
つ
い
て
は
正

徳
元
年
と
表
記
す
る
。

二
　
近
世
の
飛
鳥
井
家
と
飛
鳥
井
雅
豊

（
イ
）
近
世
の
飛
鳥
井
家

　
ま
ず
、
『
日
記
』
の
主
雅
豊
の
家
、
飛
鳥
井
家
の
略
史
を
、
同
家
と
蹴

鞠
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
し
て
一
瞥
し
よ
う
。
飛
鳥
井
家
は
御
堂
関
白
道

長
の
孫
師
実
の
五
男
忠
教
が
立
て
た
難
波
家
の
支
流
で
あ
り
、
難
波
門
経

の
次
男
雅
経
（
二
七
〇
～
一
二
二
一
）
を
祖
と
す
る
。
雅
経
の
祖
父
頼

輔
（
忠
教
の
七
男
）
は
安
元
二
（
一
一
七
六
）
年
三
月
五
日
、
後
白
河
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

五
〇
歳
の
御
重
軍
曹
に
齢
六
十
余
歳
で
上
置
を
務
め
た
ほ
ど
の
名
手
で
、

し
か
も
鞠
を
家
業
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
貧
欲
で
あ
っ
た
。
雅
量
は
若

く
し
て
こ
の
祖
父
に
才
能
を
認
め
ら
れ
蹴
…
鞠
の
特
訓
を
受
け
て
育
っ
た
と

　
ハ
ね
　

い
う
。

　
長
じ
て
歌
・
鞠
好
き
の
後
鳥
羽
院
の
側
近
と
な
り
、
兄
難
波
宗
長
と
と

も
に
蹴
鞠
の
家
を
立
て
た
。
当
然
難
波
家
が
格
上
の
本
家
で
あ
っ
た
。
他

方
、
御
子
左
（
藤
原
）
定
家
の
男
為
家
は
先
述
の
よ
う
に
歌
道
の
家
の
生

ま
れ
で
あ
っ
た
が
鞠
に
も
長
じ
、
蹴
鞠
で
も
一
家
を
為
し
た
。
難
波
・
飛

鳥
井
両
家
は
御
子
左
家
よ
り
も
家
格
が
低
く
、
し
か
も
鎌
倉
時
代
に
は
関

東
伺
候
公
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
は

御
子
左
家
一
門
が
京
の
蹴
鞠
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
飛
鳥
井
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　

は
こ
の
時
期
に
は
蹴
鞠
道
三
家
中
の
第
三
位
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
飛
鳥
井
家
が
室
町
時
代
以
後
に
は
蹴
…
鞠
界
の
頂
点
に
立

つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
同
家
と
足
利
氏
と
の
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
関
東
伺
候
公
家
の
時
代
に
足
利
家
氏
（
斯

波
家
の
祖
）
が
飛
鳥
井
雅
経
の
二
男
教
定
の
門
弟
だ
っ
た
と
い
う
縁
が
あ

樋
、
ま
た
、
足
利
義
満
時
代
の
当
主
飛
鳥
井
雅
縁
（
＝
二
五
八
～
一
四
二

八
）
が
義
満
と
同
年
の
生
ま
れ
で
、
鞠
好
き
の
義
満
の
大
の
お
気
に
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
足
利
の
歴
代
将
軍
は
概
し
て
蹴
鞠
好
き
が
多
く
蹴

鞠
が
幕
府
の
表
芸
の
観
を
呈
し
て
い
た
か
ら
、
蹴
鞠
は
全
国
の
武
士
に
広

ま
り
、
飛
鳥
井
家
に
好
機
を
齎
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
、
他
の
二
家
は
戦
国
時
代
を
待
た
ず
に
早
々
と
没
落
し
て
し

ま
っ
た
。
か
く
て
一
六
世
紀
に
は
公
家
で
は
飛
鳥
井
家
が
唯
一
の
蹴
鞠
道

家
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
描
か
れ
た
二
本
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
（
町
田
本

と
上
杉
本
）
は
、
と
も
に
「
あ
す
か
井
ど
の
」
の
屋
敷
の
庭
に
蹴
鞠
道
家

を
象
徴
す
る
四
本
松
の
懸
を
描
い
て
、
こ
の
様
相
を
裏
付
け
て
い
る
。

　
江
戸
開
府
の
頃
に
は
、
北
は
陸
奥
の
伊
達
か
ら
南
は
種
子
島
氏
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

全
国
の
武
士
層
が
飛
鳥
井
家
の
蹴
鞠
門
弟
に
な
っ
て
い
た
。
近
世
に
な
っ

て
も
飛
鳥
井
家
は
関
東
と
は
近
か
っ
た
。
幕
政
の
比
較
的
初
期
に
飛
鳥
井

家
は
武
家
伝
奏
を
二
回
務
め
て
い
る
。
即
ち
、
雅
庸
（
系
図
参
照
）
の
男

雅
宣
が
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
か
ら
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
ま

で
、
そ
の
後
継
者
で
実
弟
の
雅
章
が
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
か
ら
二
十

（一

Z
七
〇
）
年
ま
で
、
の
二
回
で
あ
る
。
武
家
伝
奏
は
こ
の
時
代
に
は
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摂
関
と
並
ぶ
公
家
方
の
要
職
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
雅
庸
は
慶
長
九
年
に
は

江
戸
へ
下
っ
て
お
り
、
同
一
八
（
一
六
一
三
）
年
に
は
駿
府
で
家
康
に
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
　

氏
物
語
や
和
歌
を
進
講
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
の
故
で
あ
ろ
う
か
、
同
家
は
こ
の
時
期
に
幾
つ
か
の

対
抗
勢
力
を
退
け
て
蹴
鞠
免
許
権
の
独
占
を
幕
府
か
ら
保
障
さ
れ
る
。

「
鞠
は
飛
鳥
井
さ
ま
」
の
実
質
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、

古
く
か
ら
禁
裏
の
鞠
会
に
勤
仕
し
、
ま
た
、
地
下
層
に
強
い
影
響
力
を
も

ち
、
蹴
鞠
界
で
は
有
力
な
一
勢
力
で
あ
っ
た
上
賀
茂
神
社
社
家
松
下
氏
と

の
相
論
に
勝
っ
て
、
こ
れ
を
蹴
鞠
界
か
ら
排
除
し
た
こ
と
。
第
二
は
、
地

下
鞠
の
天
才
的
な
名
手
と
し
て
上
方
・
江
戸
で
聞
こ
え
が
高
か
っ
た
外
郎

右
近
を
過
分
の
振
舞
い
と
い
う
名
目
で
幕
命
に
よ
り
追
放
（
遠
島
）
さ
せ

た
こ
と
。
第
三
は
、
御
子
左
家
の
血
筋
を
理
由
に
蹴
鞠
免
許
権
を
主
張
す

る
冷
泉
家
と
争
っ
て
こ
れ
を
断
念
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
松
下
の
排
除
は
雅
庸
時
代
の
慶
長
十
三
年
目
秀
忠
の
裁
許
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
し
、
後
の
二
者
は
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
と
寛
文
四

（一

Z
六
四
）
年
、
い
ず
れ
も
飛
鳥
井
家
の
当
主
が
武
家
伝
奏
在
任
中
の

　
　
　
　
　
　
　

こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
内
で
は
一
門
の
強
化
の
た
め
に
長
年
断
絶
し
て
い
た
本
家
筋
の

難
波
家
再
興
を
図
り
、
慶
長
五
年
、
雅
庸
の
次
男
雅
胤
が
難
波
論
叢
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乗
っ
て
同
家
を
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
こ
こ
で
近
世
の
蹴
鞠
両
家
体
制
が
成
立
す
る
。
以
上
の
経
緯
に
よ
っ

て
、
近
世
に
は
難
波
・
飛
鳥
井
両
家
本
来
の
本
家
・
分
家
関
係
が
逆
転
し

た
。
雅
豊
が
当
主
と
な
っ
た
一
七
世
紀
末
頃
は
飛
鳥
井
家
が
蹴
鞠
道
家
と

し
て
の
地
位
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
直
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。

（
日
）
『
日
記
臨
の
著
者
飛
鳥
井
心
意
に
つ
い
て

　
飛
鳥
井
雅
豊
は
寛
文
四
年
の
生
ま
れ
、
雅
章
四
男
、
母
は
福
井
藩
主
松

平
忠
昌
娘
、
兄
二
人
が
彼
の
生
前
に
早
世
し
、
も
う
一
人
の
晶
群
量
は
難

波
家
へ
養
子
と
し
て
入
っ
て
い
た
の
で
家
督
が
廻
っ
て
き
た
。
彼
の
男
兄

弟
は
皆
病
弱
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
五
人
の
う
ち
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
六
、

二
八
、
三
二
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
彼
は
四
九
歳
ま
で
生

き
た
か
ら
短
命
と
は
言
え
な
い
が
、
病
弱
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
日
記
』

の
処
々
に
「
持
病
自
発
、
終
日
平
臥
、
番
（
出
仕
）
代
を
相
頼
」
と
い
う

記
述
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
元
禄
三
年
夏
（
当
時
二
七
歳
）
に
は
休
暇
を
願

い
出
て
八
瀬
へ
湯
治
に
赴
い
て
い
る
。

　
官
職
歴
は
、
七
歳
で
元
服
、
任
侍
従
従
五
位
上
。
延
宝
四
年
＝
二
歳
で

任
権
左
少
将
、
同
八
年
任
左
中
将
、
元
禄
元
年
二
五
歳
で
公
卿
（
従
三

位
）
と
な
り
、
翌
年
左
衛
門
督
、
宝
永
三
年
に
権
中
納
言
ま
で
昇
る
。
正

徳
元
年
権
中
納
言
を
辞
す
。
同
年
養
子
雅
香
（
西
園
寺
田
丸
）
を
迎
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
こ
れ
で
安
心
し
た
の
か
、
翌
正
徳
二
年
に
没
し
た
。
『
日
記
』
の
第

一
巻
目
は
二
七
歳
の
左
衛
門
督
時
代
、
最
後
の
第
七
巻
目
が
養
子
を
迎
え

た
四
八
歳
の
時
、
病
没
前
年
の
も
の
で
あ
る
。

　
控
え
め
な
人
だ
っ
た
の
か
、
禁
中
や
仙
洞
で
の
公
務
、
公
私
書
簡
の
往

復
、
蹴
鞠
行
事
、
家
族
の
動
静
等
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
人
へ

の
批
判
や
自
身
の
喜
怒
哀
楽
を
示
す
記
述
は
ご
く
少
な
い
。
一
年
納
め
の
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堂
上
式
日
鞠
会
が
終
了
し
た
日
、
「
当
年
満
之
会
、
首
尾
能
相
済
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

慶
々
々
」
と
安
堵
感
を
表
し
た
く
だ
り
や
、
一
般
公
開
の
七
夕
鞠
で
「
見

物
諸
人
群
集
賑
々
商
事
也
」
と
や
や
得
意
げ
に
記
し
て
い
る
く
だ
り
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　
彼
に
は
男
子
が
な
く
、
西
園
寺
家
か
ら
養
子
を
迎
え
た
。
注
目
す
べ
き

は
、
こ
こ
で
飛
鳥
井
家
は
雅
縁
以
来
同
家
の
台
頭
を
担
っ
て
来
た
血
統
が

絶
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
血
統
は
難
波
家
の
宗
建
の
方
に
残

る
。
宗
建
は
な
か
な
か
の
器
量
人
で
、
後
年
、
近
衛
家
煕
を
感
嘆
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ほ
ど
の
蹴
鞠
上
手
と
な
り
、
か
つ
故
実
に
も
詳
し
か
っ
た
。
丁
度
こ
の
頃

か
ら
難
波
が
対
等
の
権
利
を
主
張
し
て
飛
鳥
井
と
の
相
論
が
始
ま
り
、
約

半
世
紀
後
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
漸
く
落
着
す
る
に
至
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
血
筋
の
問
題
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

三
　
『
臼
記
魎
に
見
ら
れ
る
蹴
鞠
記
事

（
イ
）
概
観

　
『
日
記
』
所
載
の
蹴
鞠
関
連
記
事
を
整
理
し
て
み
る
と
、
概
ね
以
下
の

四
種
類
に
分
類
し
得
る
。

①
　
蹴
鞠
道
家
が
年
中
行
事
と
し
て
行
う
儀
式
。

②
京
都
の
門
弟
が
蹴
鞠
道
家
の
鞠
場
で
行
う
蹴
鞠
の
例
会

③
門
弟
た
ち
の
願
い
に
応
じ
て
発
給
す
る
様
々
な
免
許

④
　
そ
の
他

　
こ
れ
ら
を
詳
し
く
説
明
す
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
概
略
解
説
を
加
え
て

お
く
。

　
①
に
は
、
三
つ
の
行
事
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
正
月
四
日
に
行
わ
れ

る
「
鞠
始
め
」
。
第
二
は
、
七
月
七
日
に
行
わ
れ
る
「
七
夕
…
鞠
」
。
第
三

は
、
　
一
一
月
九
日
に
行
わ
れ
る
「
御
神
号
火
焼
き
」
。
以
上
の
三
行
事
で

あ
る
。
前
の
二
行
事
に
は
両
家
の
当
主
と
門
弟
一
同
が
参
加
す
る
。
最
後

の
「
火
焼
き
」
は
飛
鳥
井
家
内
の
行
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に

前
二
行
事
の
記
述
が
克
明
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
儀
式
の
遂
行
が
家
の
故

実
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
②
は
、
『
日
記
』
中
で
最
も
出
現
頻
度
が
多
い
記
事
、
即
ち
、
蹴
鞠
道

家
の
年
間
暦
の
中
で
最
も
回
数
の
多
い
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
堂
上

（
公
家
）
と
地
下
（
官
人
、
町
方
な
ど
）
の
身
分
別
に
定
期
的
に
だ
4
7
わ
れ

て
お
り
、
地
下
の
門
弟
は
さ
ら
に
三
つ
の
組
別
に
分
か
れ
て
こ
れ
を
行
っ

て
い
る
。

　
③
は
、
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
堂
上
や
大
名
な
ど
の
上

層
の
武
家
を
対
象
と
す
る
紫
組
紐
の
冠
懸
緒
着
用
の
免
許
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
蹴
鞠
の
装
束
、
懸
、
技
な
ど
に
関
す
る
い
わ
ゆ

る
色
目
（
後
述
）
の
免
許
で
あ
る
。
懸
緒
免
許
の
記
事
は
年
に
数
回
江
戸

か
ら
申
し
出
が
あ
る
と
か
、
堂
上
か
ら
幾
つ
か
と
い
っ
た
程
度
の
頻
度
で

出
現
す
る
。
色
目
の
方
は
大
部
分
が
堂
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は

一
番
多
か
っ
た
は
ず
の
地
下
層
や
武
家
の
も
の
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。

　
④
に
は
、
定
期
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
例
数
が
多
い
も
の
は
な
い
が
、
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表一　元禄一四年飛鳥井家年間蹴鞠暦

元：禄一四年（一七〇一）年の両蹴鞠道家

飛鳥井家　当主雅豊：三八歳、’正三位参議、継嗣なし。

難波家　　　　宗建五歳、この年叙爵（従五位下に叙位される）。

　　　　　先代宗尚（宗建父・町彫：実弟）は前々年（元禄一二年差三二歳で病没。

　　　　先々代宗量（雅豊の実兄・宗尚実兄）六〇歳、従二位前権中納言で存命。

月

四

五

六

七

八

　
四
四
七

日
　
　
二
二

二〇

七
五
八

　
一
一

六
二
七
七
八
三
六
三
八
三
八
二
七
八
三
八
一
一
八

二
一
一
二
一
一
二
二
一
一
二
二
二

六
七

　　　　　　　　　　　　　記　　　　事

巳半刻より鞠始、堂上地下門弟二六人出座。申半刻下終。勧盃あり。

側用人松平信庸6松平土佐守侍従就任に付冠懸緒免許方依頼。翌日披露。

岡側用人6松平左近大夫侍従就任に付冠懸緒免許方依頼、披露済む。

堂上蹴鞠の会興行、雅豊主催、但堂上来臨なく地下之輩のみで挙行

地下三組蹴鞠の會興行、主催（以下セと標記）速水和泉。

難波重丸（五歳、後の宗建）叙爵、雅豊難波邸を訪問。

地下下組蹴鞠の会興行、セ浅井清左衛門。

堂上蹴鞠の会興行、セ竹屋三位。

地下下組蹴鞠の会興行、セ内海長右衛門。雅豊持病の為見物のみ。

地下中置蹴鞠の会興行、セ宮西九郎兵衛。

地下二二蹴鞠の会興行、セ野々口市郎右衛門但病気の為不参。進物の生干二尾のみ到

来。

地下上組蹴鞠の会興行、日岡田仲助。雨天に付座敷で行う。

地下下組蹴鞠の会興行、セ水口右近。雨天に男座敷で行う。

堂上蹴鞠の会興行、セ交野三位。但し交野三位出座なし。

地下上組蹴鞠の会興行、セ水口長兵衛、雅豊持病の為見物。

地下下組蹴鞠の会興行、セ花房栄順。雅豊所労の為出座不能。見物のみ。

地下中門蹴鞠の会興行、セ山田彦三郎。雅豊出座。

堂上蹴鞠の会興行、セ桑原三位。桑原三位来臨と錐ども出座なし。

地下上組蹴鞠の會興行、セ大森藤兵衛。雅豊持病の為出座不能。勧盃にも出ず。

地下下組蹴鞠の會興行、セ内山勘兵衛。

地下中鷺蹴鞠の会興行、セ岸道也。

地下上組蹴鞠の会難波邸に於て興行、セ佐々木内匠。雅豊出座。

地下下組蹴鞠の会興行、セ谷半右衛門。三豊持病の為見物。勧盃にも出ず。

堂上蹴鞠の会興行、セ滋野井中将。雅豊出場。

地下三組蹴鞠の会、難波邸に於て興行。セ中本甚右衛門。雅豊出席。

地下上組蹴鞠の会興行、セ佐野又三郎。宮西市右衛門に七夕鞠の置三役申付る。

地下下組蹴鞠の会難波邸に嘗て興行、セ玉林院。雅豊出席。難波宗尚見物のみ。

堂上蹴鞠の会難波邸に於て興行、難波宗量主催。雨天の為座敷鞠。

禁中の鞠庭の懸の松を洗う。雅豊：・宗量家来各一名を連れて勤仕。

地下上組蹴鞠の会難波邸に於て興行、雅豊出席。難波宗量所労により不参。

地下下組蹴鞠の会興行、セ藤井四郎兵衛。

堂上蹴鞠の会興行、セ鷲尾頭中将。雅豊出席。雨天の為座敷鞠を行う。頭中将見物の

み。

輝光、兼親、光兼三朝臣（公家）に紫組冠懸緒免許、今日叡慮を窺い、聴許される。

巳刻より七夕鞠興行。堂上地下三三人出座、宮西市右衛門置鞠役勤仕。申刻鞠終。勧盃

あり。

地下下組蹴鞠の会興行、セ家原三郎兵衛。雅豊出座。
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月

九

一〇

十一

日
七
三
二
七

八
七
九
〇
二
八
九

　
一
一
＝
二

二四

　　　　　　　　　　　　　記　　　　事

堂上蹴鞠の会興行、セ石山中将。雅豊：出席。

地下中組蹴鞠の会興行、セ阿部六右衛門。雅豊御用に付院参。出座不能。

地下下組蹴鞠の会興行、セ浅井清左衛門。雅豊所労の為出座不能。

堂上蹴鞠の会興行、セ橋本中将、但し所労の為来臨せず、進物の鯛と茶のみ到来。雅豊出

席。

地下上組蹴鞠の会興行、セ水目長兵衛。今日、蜂谷・佐々木・岡田・大森・速水・佐

野・水口、いずれも地下門弟、ら七人に蹴鞠道口伝（内容不明）を授ける。

地下中組蹴鞠の会興行、セ宮城常意。雅：豊参内の為、出座不能、鞠終了後の勧盃に間に

合う。

堂上蹴鞠の会興行、セ山本中将。雅豊出席。

地下上組蹴鞠の会興行、セ中野彦兵衛。田島持病の為出座不能。勧盃にも出ず。

側用人松平紀伊守信庸より、宮原長門守、中条山城守の冠懸緒免許方依頼。

申條侍従、宮原侍従の冠懸緒免許発給。（但し九月ニー日付）

地下下組蹴鞠の会興行、セ植村友軒。雅豊夜半6持病発し終日平臥、出席不能。

地下中組蹴鞠の会興行、セ天野吉兵衛相催。雅豊出座。

堂上蹴鞠の会興行、セ石井少納言。参集の席へ寿宮不例の報あり、鞠会遠慮。

大明神二号火焼は挙行。例年通り雑煮・吸物を出し勧盃。

地下上組蹴鞠の会興行、セ小谷八左衛門。雅豊出座。

　　　　　　　　　　　　　　　以上　出典『飛鳥井雅：豊日記』五（国立史料館所蔵）

以
下
の
よ
う
な
各
種
の
事
件
、
事
項
が
あ
る
。
即
ち
、
飛
鳥
井
家
の
慶
事

例
え
ば
養
子
披
露
（
正
徳
元
年
、
亀
丸
）
、
禁
裏
の
蹴
鞠
関
連
事
項
、
特

定
の
門
弟
の
約
束
稽
古
鞠
、
他
家
の
臨
場
開
き
等
で
あ
る
。

　
通
年
で
記
録
が
最
も
整
っ
て
い
る
元
禄
一
四
年
の
『
日
記
』
か
ら
蹴
鞠

関
連
記
事
を
拾
っ
て
掲
げ
て
お
く
。
こ
れ
が
、
言
わ
ば
蹴
鞠
道
家
の
年
間

暦
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を
蹴
鞠
暦
と
略
称
す
る
。
こ
の
年
の
特
徴
は
、

鞠
会
の
回
数
は
一
番
多
い
が
祝
儀
行
事
や
約
束
稽
古
鞠
な
ど
の
記
事
が
な

い
。
即
ち
、
上
記
④
の
「
そ
の
他
」
に
分
類
す
べ
き
記
事
が
少
な
い
年
で

あ
る
。（

q
）
行
事
、
業
務
の
内
容

①
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
儀
式

　
a
　
鞠
始
め
　
鞠
始
め
は
例
年
一
月
四
日
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
両

家
の
当
主
は
禁
裏
や
仙
洞
の
番
を
休
ん
で
こ
の
押
4
7
事
に
専
念
す
る
。
ま

た
、
門
弟
た
ち
も
日
常
の
例
会
は
公
家
、
地
下
の
身
分
別
に
日
を
替
え
て

行
う
が
、
こ
の
日
は
両
者
と
も
参
集
す
る
。

　
記
録
が
最
も
克
明
で
あ
る
元
禄
一
四
年
の
記
事
に
よ
っ
て
儀
式
の
次
第

を
復
元
し
て
み
よ
う
。
こ
の
日
の
朝
は
巳
半
刻
に
両
家
の
当
主
と
門
弟
が

顔
を
揃
え
て
始
ま
る
。
ま
ず
、
飛
鳥
井
邸
の
広
間
で
飛
鳥
井
当
主
が
地
下

の
門
弟
た
ち
の
拝
礼
を
受
け
る
。
こ
の
時
門
弟
た
ち
は
各
々
扇
子
を
持
参

し
て
こ
れ
を
献
上
す
る
。
次
い
で
、
全
員
が
蹴
鞠
の
宿
神
で
あ
る
精
大
明

神
の
画
像
の
前
で
神
酒
を
拝
記
す
る
、
そ
の
順
序
は
、
飛
鳥
井
の
当
主
、

次
に
難
波
の
当
主
、
そ
れ
か
ら
公
家
、
地
下
の
順
で
あ
る
。
終
了
後
、
未
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刻
か
ら
邸
内
の
鞠
場
で
蹴
鞠
を
行
う
。
こ
れ
に
は
公
家
、
地
下
と
も
出
座

す
る
。
こ
の
年
に
は
蹴
鞠
暦
所
載
の
通
り
二
六
人
が
参
加
し
て
い
る
。
半

刻
ば
か
り
で
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
全
員
が
一
通
り
立
ち
替
っ
て

プ
レ
ー
す
る
程
度
の
儀
式
的
な
蹴
鞠
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
終
了
後
、
全
員

が
難
波
邸
へ
移
動
し
て
同
様
の
祝
儀
と
蹴
鞠
を
行
う
。
こ
れ
も
一
刻
ば
か

り
で
終
わ
り
、
申
半
刻
か
ら
勧
盃
が
あ
り
、
日
暮
れ
時
に
散
会
、
と
い
う

次
第
で
あ
る
。

　
以
上
の
内
容
は
、
一
八
世
紀
後
半
期
の
大
坂
の
鞠
目
代
で
あ
る
紀
井
長

左
衛
門
が
記
し
た
「
飛
鳥
井
家
御
蹴
鞠
始
井
七
夕
御
縮
の
事
」
と
ほ
ぼ
一

　
　
　
　
　

致
す
る
。
ま
た
、
前
出
の
『
鞠
道
諸
願
留
』
に
よ
る
と
、
色
目
免
許
の
発

給
日
が
一
月
四
日
付
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
は
こ
の
日
が
蹴
鞠
道

の
「
年
頭
の
日
」
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
長
左
衛
門
の
記
述
で
は
、
当

主
へ
の
礼
は
色
目
順
、
つ
ま
り
門
弟
と
し
て
の
格
の
順
だ
っ
た
と
い
う
。

色
目
が
上
が
っ
た
門
弟
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
晴
れ
の
日
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
b
　
七
夕
鞠
　
同
じ
元
禄
一
四
年
の
記
事
に
よ
る
と
、
こ
の
日
も
公

家
・
地
下
の
門
弟
が
揃
っ
て
参
加
し
、
巳
刻
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
飛
鳥
井

の
当
主
が
広
間
で
地
下
門
弟
の
礼
を
受
け
、
扇
を
納
め
る
。
精
大
明
神
へ

の
礼
拝
は
な
く
、
祝
儀
の
後
、
午
刻
か
ら
直
ち
に
蹴
鞠
が
始
ま
る
。
こ
の

日
に
は
枝
鞠
・
解
鞠
の
儀
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
日
用
い
る
鞠
を
梶
の

木
の
枝
に
結
び
付
け
て
平
場
ま
で
運
び
、
こ
れ
を
所
場
の
中
で
解
き
放
す

儀
式
で
あ
る
。
予
め
命
ぜ
ら
れ
た
地
下
の
高
弟
が
枝
鞠
を
運
び
、
当
主
が

解
鞠
を
行
う
。
こ
の
年
は
高
弟
の
一
人
宮
西
市
右
衛
門
が
枝
鞠
の
役
を
務

め
た
。
市
右
衛
門
は
前
月
＝
二
日
に
こ
れ
を
申
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　
七
夕
鞠
は
一
般
公
開
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
も
「
見
物
の
輩
雲
霞
の
如

し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
年
の
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に
も
七
夕
鞠
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
の
見
も
の
の
一
つ
に
入
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
公
開
七
夕
鞠
は
評
判

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蹴
鞠
は
未
刻
に
終
わ
る
。
次
い
で
正
月
と
同
様
全

員
が
難
波
邸
へ
移
動
し
、
こ
こ
で
も
祝
儀
と
蹴
鞠
を
行
う
。
終
了
後
、
暫

く
勧
盃
が
あ
り
、
申
継
刻
頃
に
散
会
す
る
。
こ
の
日
は
乞
巧
萸
（
き
こ
う

で
ん
）
の
日
で
あ
る
か
ら
、
鞠
の
上
達
を
願
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

た
。　

c
　
御
神
号
火
焼
き
　
前
の
二
行
事
と
違
っ
て
こ
れ
は
飛
鳥
井
家
内
の

行
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
地
下
門
弟
は
出
席
せ
ず
、
堂
上
の
蹴
鞠
例
会
が

行
わ
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
が
、
後
聞
の
通
り
、
肝
心
の
「
火
焼
き
」
は
、

参
集
し
た
公
家
衆
の
帰
宅
後
に
行
わ
れ
て
い
る
。
元
禄
一
四
年
目
記
事
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
コ
一
月
九
日
　
壬
辰
　
天
晴
　
今
日
、
精
大
明
神
火
焼
に
付
き
雑
煮

を
出
す
。
吸
い
物
、
勧
潮
目
の
如
し
、
薄
暮
に
及
び
各
々
帰
宅
せ
ら
れ
了

ん
ぬ
、
今
夜
精
大
明
神
火
焼
あ
り
、
例
年
の
如
し
」
。

　
御
神
号
と
は
「
精
大
明
神
」
と
い
う
称
号
を
い
う
。
飛
鳥
井
家
の
邸
内

に
は
鞠
の
宿
神
で
あ
る
精
大
明
神
の
社
が
あ
っ
た
か
ら
、
同
社
の
神
札
を

焼
く
霜
月
の
御
火
焚
（
火
祭
）
行
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蹴
鞠
暦
に
よ

る
と
火
焼
き
の
日
の
後
も
門
弟
の
例
会
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
行
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月／年

　
正
　
　
　
　
五
　
　
　
　
　
一
二
計

正
閏
一
＝
二
四
五
閏
六
七
八
九
十
十
十
合

　元禄2
　（1689）

2初＊

10
0

4②祝

3e
3　co

／

40
3七①

20（g）

初七祝＊各1

近世蹴鞠道飛鳥井家の一年

表二　年月別鞠会開催回数表

元禄7
（1694）

1初
／

5＠

5＠
6　（D

7＠

40
50

33＠

初七各1

元禄13

（1700）

1初
／

20
2

4　Cb

6＠
／

40
3七①

40
30
30
5①一丁

1＠

38＠

初七各1

元禄！4

（1701）

1初
／

20
60
50
50
／

7＠

3七①

3＠

40
2¢

4①一焼

0

42＠

初七各1

宝永6
（！709）

1初
／

0

10
40
5＠
／

10

12＠

初1

宝永8（正徳元）

　　（1711）

6七②

7＠＊

4＠

2＠

6祝②＊

20
270

　七祝各！＊2

凡例：初＝鞠始；1月4日

七・七夕鞠；7月7日

焼漏精大明神神号火焼（11月9日；通常堂上の例会あり）

①，②，…＝堂上鞠例会（式日）開催回数を示す

＊・：特に指導を依頼された稽古鞠

祝＝（1）元禄2年3月7臼開催、吉姫婚礼祝儀鞠会

　＝　（2）正徳元年11月14日開催、養子雅香披露祝儀鞠会

主 §鞠始、七夕鞠、祝儀鞠を除く通常の例会（式E］）は堂上・地下別に行われた

§①、②、初、七、祝、＊はすべて当該月の鞠会回数の内数

§①一焼、この両年は神号火焼の日に堂上鞠会が行われている

§正徳元年には神号火焼の日に鞠会なし

§空白の欄は当該月の日記が欠けているもの

§／は閏月なし

§鞠会の回数には難波亭で催されたものも含む、両家出席が常態であった

「飛鳥井雅豊日記』一～七（文部省史料館所蔵　26X－1～7）による。
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事
に
は
蹴
…
鞠
の
納
め
の
行
事
と
い
う
意
味
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
②
京
都
門
弟
の
蹴
鞠
例
会
蹴
鞠
暦
に
あ
る
よ
う
に
、
最
も
頻
繁
に

行
わ
れ
た
の
が
鞠
会
で
あ
っ
た
。
表
二
は
『
日
記
』
所
載
の
鞠
会
員
月
別

開
催
回
数
一
覧
表
で
あ
る
。
堂
上
・
地
下
門
弟
の
例
会
だ
け
で
な
く
、
鞠

始
め
、
七
夕
鞠
、
慶
事
に
行
う
祝
儀
下
翼
、
約
束
稽
古
鞠
等
、
全
て
の
鞠

会
を
含
め
て
あ
る
。

　
凡
例
の
と
お
り
、
表
中
の
「
初
」
は
鞠
始
め
、
「
七
」
は
七
夕
鞠
、
こ

の
両
者
は
当
然
な
が
ら
丁
年
一
回
ず
つ
で
あ
る
。
「
祝
」
は
飛
鳥
井
家
祝

儀
鞠
会
、
即
ち
、
元
禄
二
年
三
月
の
雅
質
置
吉
田
婚
礼
と
正
徳
元
年
＝

月
の
亀
丸
養
子
披
露
の
二
回
の
祝
儀
鞠
で
あ
る
。
①
、
②
は
そ
の
月
に
開

か
れ
た
堂
上
例
会
で
、
中
の
数
字
は
回
数
を
示
す
。
「
＊
」
は
特
に
依
頼

さ
れ
た
約
束
稽
古
鞠
で
、
元
禄
二
年
正
月
に
一
回
、
正
徳
元
年
八
月
と
一

一
月
に
一
回
忌
つ
合
計
三
回
で
あ
る
。
裸
の
数
字
は
当
該
年
月
に
開
催
さ

れ
た
累
累
の
総
回
数
で
あ
る
。
地
下
門
弟
例
会
の
回
数
は
裸
の
数
字
か
ら

そ
の
横
に
特
記
し
て
あ
る
各
種
の
鞠
会
回
数
を
引
い
た
数
と
な
る
。

　
例
え
ば
、
正
徳
元
年
＝
月
に
開
催
さ
れ
た
鞠
会
の
総
数
は
六
、
そ
の

う
ち
亀
戸
（
後
の
皇
軍
）
養
子
披
露
祝
儀
鞠
会
が
一
回
、
堂
上
例
会
が
②

で
二
回
、
「
＊
」
の
約
束
稽
古
鞠
（
こ
の
時
に
は
石
井
右
衛
門
督
、
他
公

家
数
人
の
依
頼
）
が
一
回
。
こ
れ
ら
の
合
計
四
回
を
六
か
ら
引
い
た
残
り

二
回
が
地
下
門
弟
の
例
会
の
回
数
で
あ
る
。

　
地
下
門
弟
の
例
会
が
最
も
多
く
開
か
れ
た
の
は
元
禄
一
四
年
で
、
こ
の

年
は
二
九
回
開
か
れ
て
い
る
。
蹴
鞠
暦
に
あ
る
通
り
、
地
下
の
門
弟
は

上
・
中
・
下
の
三
組
に
分
か
れ
て
例
会
を
開
い
て
お
り
、
各
組
は
顔
触
れ

が
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
次
節
に
譲
る
が
、

各
組
の
開
催
回
数
は
上
組
が
一
〇
、
中
組
が
八
、
下
組
が
＝
で
あ
る
。

正
月
に
開
か
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
ま
た
、
一
二
月
も
例
が
少
な
い

が
、
そ
の
他
の
月
に
は
、
堂
上
、
地
下
各
組
と
も
概
し
て
一
回
は
例
会
を

行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
日
記
』
に
は
「
地
下
門
弟
蹴
鞠
式
日
興
行
…
」

な
ど
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
会
の
記
事
に
は
毎
回
必
ず
「
誰
々
相
催
す
」
と
あ
る
。
公

家
、
地
下
と
も
に
一
回
毎
に
門
弟
が
交
替
で
主
催
者
を
務
め
て
い
た
ら
し

い
。
蹴
鞠
暦
を
作
成
す
る
際
に
は
、
こ
れ
を
当
該
例
会
の
世
話
役
と
考
え

て
「
セ
」
と
表
記
し
て
お
い
た
。
世
話
役
は
必
ず
重
日
に
蹴
鞠
道
家
に
肴

や
茶
な
ど
の
進
物
を
届
け
て
い
る
。
記
録
に
は
現
れ
て
来
な
い
が
、
恐
ら

く
会
の
案
内
（
回
状
）
を
回
す
役
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
会
の
終
了
後

は
必
ず
「
勧
盃
あ
り
」
と
あ
り
、
吸
い
物
と
酒
く
ら
い
は
出
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
費
用
が
誰
の
負
担
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
両
家
の
当
主
は
参
内
・
院
参
、
病
気
等
で
不
可
能
な
場
合
を
除
い
て
は

こ
れ
に
出
席
し
て
い
る
。
公
用
で
…
鞠
会
に
は
出
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
勧
盃

に
は
間
に
合
っ
た
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

③
　
免
許

　
a
　
冠
懸
緒
の
免
許
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
紫
磐
田
懸
緒
の
免
許
は
蹴

鞠
の
プ
レ
ー
と
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
一
六
世
紀
中
、
飛
鳥
井
家
が
天

皇
と
争
っ
て
ま
で
執
拗
に
こ
れ
を
主
張
し
た
権
利
で
あ
る
。
最
終
的
に
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は
、
こ
れ
を
着
用
す
る
に
は
勅
許
が
必
要
で
あ
り
飛
鳥
井
家
が
こ
れ
を
取

次
ぐ
権
限
を
握
る
こ
と
で
落
着
し
て
い
る
。
近
世
に
は
武
家
に
も
影
響
が

お
よ
ん
だ
。
通
例
で
は
、
大
名
や
高
家
が
従
四
位
下
侍
従
に
任
官
す
る
と

参
内
用
の
正
装
と
し
て
紫
量
感
懸
緒
が
必
要
と
な
る
の
で
、
形
式
的
に
飛

鳥
井
家
と
門
弟
契
約
を
結
び
、
着
用
の
願
い
を
取
次
い
で
貰
う
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
礼
金
が
か
な
り
高
額
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
家
に
と
っ
て
の
癩
の
種
に
な
っ
て
い
た
。

　
『
日
記
』
に
も
毎
年
数
件
こ
の
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
正
徳
元
年
二

月
の
井
伊
備
中
守
の
例
に
よ
る
と
、
七
日
に
京
都
所
司
代
松
平
紀
伊
守
信

庸
か
ら
次
の
よ
う
な
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
「
口
上
覚
　
井
伊
備
中
六
事

先
月
十
八
日
侍
従
被
仰
付
上
、
懸
緒
之
再
誕
被
成
御
沙
汰
候
、
以
上
、
十

一
月
七
日
遅
松
平
紀
伊
守
　
飛
鳥
井
前
中
納
言
殿
」
。
そ
こ
で
、
雅
豊
は

こ
れ
を
武
家
伝
奏
庭
田
重
條
に
伝
え
、
勅
許
を
得
た
後
、
同
月
一
五
日
に

次
の
よ
う
な
免
状
を
遣
わ
し
て
い
る
。
「
蹴
鞠
為
門
弟
暴
慢
冠
懸
緒
之
事
、

窺
叡
慮
所
免
候
如
件
、
正
徳
元
年
十
月
十
八
日
　
雅
豊
　
井
伊
侍
従
殿
」
。

こ
の
時
の
礼
物
は
、
天
皇
・
院
、
女
院
（
二
人
）
に
合
計
白
銀
一
四
枚
、

飛
鳥
井
家
へ
四
枚
（
う
ち
一
枚
は
雑
嚢
宛
）
で
あ
っ
た
。

　
b
　
色
目
の
免
許
　
蹴
鞠
の
色
目
と
は
蹴
鞠
界
で
の
格
づ
け
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
装
束
・
鞠
場
の
懸
・
直
伝
の
巻
物
（
技
法
・
作
法
等
の
故

実
）
・
精
大
明
神
の
御
神
号
等
の
免
許
が
あ
っ
た
。
最
も
色
目
が
多
い
の

が
装
束
で
あ
っ
て
、
身
分
別
に
細
々
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
少
し
時
代
は

下
る
が
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
改
正
の
色
目
次
第
に
よ
る
と
、
大

名
・
旗
本
に
対
し
て
は
入
門
以
後
、
鞠
水
干
、
鞠
袴
、
露
革
・
鞍
の
三
種

類
で
併
せ
て
一
五
段
階
あ
り
、
そ
の
他
に
五
段
の
別
色
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
お
目
見
え
以
下
の
侍
、
町
人
、
百
姓
向
け
と
し
て
は
、
通
常

で
＝
二
段
階
、
そ
の
上
に
鞠
目
代
ク
ラ
ス
の
上
級
者
向
け
と
し
て
八
段
階

　
　
　
　
　
　
　
が
　

の
色
目
が
あ
っ
た
。

　
『
日
記
』
に
現
れ
る
色
目
免
許
の
記
録
は
殆
ど
が
公
家
仲
間
の
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
宝
永
六
年
六
月
八
日
の
記
事
に
は
「
烏
丸
弁
よ
り
有
文

紫
革
（
筆
者
注
：
露
革
・
鞍
の
模
様
と
色
）
免
ぜ
し
む
る
礼
と
し
て
生
鯛

二
尾
送
ら
れ
候
、
祝
着
せ
し
む
る
の
旨
返
答
遣
し
了
ん
ぬ
」
と
あ
る
。
地

下
や
京
都
外
の
門
弟
に
対
す
る
免
許
は
殆
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
元
禄

一
四
年
九
月
一
一
日
に
蜂
谷
宗
英
以
下
七
人
に
蹴
鞠
道
自
伝
を
授
け
た
と

い
う
記
事
（
ロ
伝
の
内
容
は
不
明
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
希
少
例
で

あ
る
。
こ
う
い
つ
た
地
下
門
弟
層
へ
の
免
許
類
の
記
録
は
、
さ
き
の
『
文

化
十
年
農
道
諸
願
留
』
の
よ
う
に
雑
掌
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

④
　
そ
の
他

　
a
　
禁
裏
の
蹴
鞠
関
連
事
項
　
鞠
会
で
は
、
元
禄
＝
二
年
二
月
＝
二

日
、
禁
裏
の
鞠
場
で
天
覧
密
会
が
申
刻
か
ら
日
暮
れ
ま
で
行
わ
れ
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
。
雅
豊
以
下
、
鷲
尾
（
蔵
人
頭
）
、
野
宮
、
久
世
、
石
井
、

櫛
笥
ら
の
公
家
た
ち
が
勤
仕
し
、
伝
奏
以
下
当
番
の
公
家
や
女
官
が
群

居
、
見
物
し
た
と
い
う
。

　
禁
裏
の
懸
の
松
を
洗
う
。
同
一
四
年
六
月
二
七
日
に
は
、
卯
刻
か
ら
半

刻
ば
か
り
の
間
、
禁
中
鞠
場
の
懸
の
松
を
洗
う
作
業
が
あ
り
、
早
朝
か
ら
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両
道
家
、
雅
豊
と
宗
量
が
各
々
家
頼
を
一
人
連
れ
て
参
仕
し
た
と
あ
る
。

道
の
家
と
し
て
は
最
も
大
切
な
仕
事
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
b
　
稽
古
鞠
　
稽
古
鞠
の
記
事
は
三
件
あ
る
。
そ
の
第
一
は
元
禄
二
年

正
月
一
五
日
、
中
野
将
監
、
牛
島
源
蔵
ら
四
人
が
予
て
の
約
束
で
来
訪
。

鞠
を
所
望
し
た
の
で
、
雅
豊
と
弟
の
難
波
宗
尚
（
当
時
中
将
）
が
地
下
の

門
弟
た
ち
を
加
え
て
、
申
刻
か
ら
酉
刻
ま
で
鞠
会
を
行
っ
た
と
あ
る
。

　
後
の
二
件
は
何
れ
も
正
徳
元
年
で
八
月
五
日
と
一
一
月
五
日
、
両
日
と

も
石
井
右
衛
門
督
（
行
康
）
、
鳥
丸
弁
、
櫛
笥
中
将
ら
の
蹴
鞠
好
き
な
公

家
た
ち
の
所
望
で
行
わ
れ
て
い
る
。
両
度
と
も
地
下
の
門
弟
が
加
わ
っ
て

い
る
。
一
一
月
の
際
に
は
稽
古
終
了
後
の
酒
宴
で
鞠
談
義
が
弾
ん
だ
よ
う

で
、
「
協
調
ま
で
縷
々
鞠
を
語
」
つ
た
と
い
う
。
石
井
行
康
は
当
時
三
九

歳
、
蹴
鞠
に
熱
心
で
、
且
つ
詳
し
く
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
述
す
る
よ
う

に
自
邸
に
鞠
場
を
設
け
て
い
た
し
、
元
禄
一
一
年
、
侍
従
時
代
に
難
波
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
に
頼
ま
れ
て
『
遊
場
秘
抄
』
一
巻
を
書
写
し
て
い
る
。

　
c
　
幽
門
開
き
　
鞠
場
開
き
の
記
事
は
二
件
あ
る
。
一
つ
は
前
述
の
よ

う
に
石
井
侍
従
邸
の
百
錬
開
き
で
、
元
禄
七
年
閏
五
月
一
六
日
、
雅
豊
・

宗
尚
両
道
家
の
当
主
が
揃
っ
て
出
席
し
、
鞠
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
平

松
、
交
野
、
西
洞
院
ら
公
家
仲
間
と
地
下
の
門
弟
数
人
で
申
刻
か
ら
日
暮

れ
ま
で
プ
レ
ー
し
、
夜
は
祝
宴
が
あ
っ
た
。
『
日
記
』
に
は
、
「
予
臨
酔
、

亥
刻
ば
か
り
帰
宅
」
し
た
と
あ
る
。

　
も
う
一
件
は
、
難
波
家
の
濫
訴
に
懸
の
松
を
植
え
る
た
め
に
、
飛
鳥
井

家
か
ら
家
頼
市
岡
監
物
が
出
て
難
波
家
の
黒
沢
権
之
丞
と
相
談
し
、
六
間

四
方
、
樹
問
二
丈
二
尺
、
懸
と
垣
と
の
間
八
尺
五
寸
と
定
め
た
、
た
だ

し
、
鞠
垣
は
ま
だ
作
っ
て
い
な
い
と
あ
る
。
懸
の
植
付
け
と
配
置
は
重
要

な
蹴
鞠
故
実
で
あ
っ
た
。

　
d
　
祝
儀
　
吉
姫
婚
礼
披
露
。
飛
鳥
井
家
の
慶
事
に
地
下
門
弟
を
招
い

て
鞠
会
・
酒
宴
を
開
い
た
記
事
が
二
例
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
元
禄
二
年

三
月
七
日
、
喜
吉
姫
の
婚
礼
祝
儀
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
地
下
門
弟
を
招

き
、
申
刻
か
ら
二
会
を
行
い
、
終
了
後
、
酉
刻
よ
り
亥
刻
ま
で
広
間
に
お

い
て
宴
会
を
開
い
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
難
波
中
将
（
宗
尚
）
と
地
下
門

弟
一
六
人
、
他
に
相
伴
衆
二
人
が
参
集
し
て
い
る
。

　
西
園
寺
亀
鑑
（
後
の
飛
鳥
井
雅
香
）
養
子
披
露
。
そ
の
第
二
は
、
雅
豊

の
養
子
西
園
寺
亀
丸
、
後
の
飛
鳥
井
雅
量
の
養
子
披
露
の
祝
儀
で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
蹴
鞠
道
に
直
接
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
か
な
り
大
規
模
な

行
事
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
正
徳
元
年
十
月
四
日
、
地
下
門
弟
の
中
・
下
組
の
総
名
代
が
、
生
野
二

尾
、
白
銀
三
枚
、
手
樽
一
荷
を
祝
儀
と
し
て
持
参
し
た
。
翌
々
日
の
同
六

日
に
は
上
組
の
総
名
代
が
来
訪
す
る
。
記
載
は
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
祝
儀

持
参
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
十
一
月
九
日
に
は
、
そ
の
返
礼
と
し

て
飛
鳥
井
家
が
祝
儀
の
鞠
興
行
と
そ
の
後
の
酒
宴
へ
の
案
内
状
を
地
下
門

弟
の
組
宛
に
送
っ
て
い
る
。
招
き
を
受
け
た
者
は
上
組
＝
二
人
、
中
組
一

〇
人
、
下
組
一
五
人
、
鞠
屋
五
人
の
合
計
四
三
人
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
が

「
主
だ
っ
た
門
弟
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
期
日
は
同
月
一
四
日
で
あ
っ

た
。
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！
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7
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○
　
○
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○
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2
1
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◇
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◇

1
4
・
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O
　
　
　
O

○
○
O
O
O

○
　
○
○
○

O
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月
日
所
事

名
薬
門

　
　
　
　
　
　
門
門
　
衛
郎
　
衛
　
　
衛
衛
英
兵
三
泉
兵
助
左
右
露
塵
又
和
藤
仲
甚
彦
谷
口
野
水
森
田
野
野
趣
水
結
露
大
岡
中
中

　
門
衛
門
門
　
衛
兵
衛
衛
　
　
郎
衛
右
郎
右
回
意
三
兵
市
九
甚
六
浄
彦
也
弥
西
西
本
部
城
田
道
母
宮
宮
中
阿
宮
山
岸

　
　
門
　
　
衛
　
　
衛
　
衛
衛
門
兵
　
兵
衛
順
兵
右
衛
県
単
郎
君
栄
九
長
右
四
右
三
勘
房
房
海
半
井
口
原
山
花
花
黒
谷
中
水
家
内

　
　
　
　
郎
衛
近
次
吉
五
兵
左
藤
藤
三
清
屋
置
屋
塗
屋
野
口
野
野
篭
竹
翠
竹
竹

葦
等

上

中

下

鞠
屋

凡例：1．鞠会出席記号

　　2．所・事欄

○；自組の例会に参加

☆；七夕鞠に参加

ナ；難波邸で開催

ハ；蹴鞠道家の鞠始

e；当該鞠会世話役

○；両脚に参加

ヤ；精大明神神号火焼挙行

七；蹴鞠道家の七夕鞠

△；他組例会参加　　◇；堂上の会参加

ト；堂上例会　　　　上・中・下；地下各三組の例会

　典拠『飛鳥井雅豊日記』五（国立史料館所蔵）。［儂、参加回数が多い者に限った。］

憲
。
。
（
㊤
一
）

潔
訥
＃
蝿
θ
t
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当
日
の
＝
月
一
四
日
に
は
、
未
明
か
ら
亀
丸
と
門
弟
と
の
対
面
の
儀

が
あ
り
、
申
事
か
ら
蹴
鞠
興
行
。
日
暮
れ
に
鞠
が
終
わ
り
、
書
院
で
鯉
鈍

吸
物
を
出
し
、
酒
宴
が
賑
や
か
に
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
亥
刻
に
事
終

る
」
と
あ
る
。
参
集
の
門
弟
は
一
九
人
、
こ
の
日
の
記
録
に
は
不
参
者
の

欠
席
理
由
が
一
々
記
さ
れ
て
い
る
。

四
　
京
の
地
下
門
弟
の
組
織
と
活
動

（
イ
）
京
都
地
下
門
弟
組
別
鞠
会
出
席
表

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
京
都
の
地
下
門
弟
は
日
常
的
に
蹴
鞠
道
家
と
密

接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
道
家
は
彼
ら
を
上
・
中
・
下
の
三
組
に
分
け
組
単

位
で
対
応
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
地
下
門
弟
の
動
静
を
も
う
一
段
立
ち
入
っ

て
窺
う
た
め
に
、
元
禄
一
四
年
忌
『
日
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
地
下
門
弟

た
ち
の
鞠
会
へ
の
参
加
状
況
を
見
た
。
表
三
が
個
人
別
出
席
状
況
で
あ

る
。
同
年
の
『
日
記
』
中
に
は
約
六
〇
人
の
地
下
門
弟
が
数
え
ら
れ
る

が
、
出
席
が
少
な
い
者
を
除
い
て
上
位
半
分
ほ
ど
を
掲
げ
た
。
概
ね
組
別

に
例
会
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
鞠
始
め
や
七
夕
鞠
は
別
と
し

て
、
日
常
的
な
例
会
は
大
体
一
〇
人
程
度
で
行
わ
れ
て
い
る
。
蹴
鞠
は
通

常
八
人
で
プ
レ
ー
す
る
球
戯
で
あ
り
、
鞠
場
は
一
ヵ
所
だ
っ
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
的
に
考
え
れ
ば
プ
レ
ー
を
楽
し
む
た
め
に
は
丁
度
過
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

足
の
な
い
人
数
で
あ
る
。

　
表
下
段
の
凡
例
の
通
り
、
上
段
月
日
欄
の
下
の
所
欄
の
「
ナ
」
は
難
波

邸
で
行
わ
れ
た
例
会
で
あ
る
。
空
欄
は
す
べ
て
飛
鳥
井
邸
の
音
場
で
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
鞠
始
め
と
七
夕
鞠
が
両
家
で
行
わ
れ
た
こ
と

は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
事
欄
は
…
鞠
会
の
種
類
を
表
す
。
「
ハ
」
は
…
鞠

始
め
、
「
七
」
は
七
夕
鞠
、
「
ト
」
は
堂
上
（
公
家
）
の
例
会
、
一
一
月
九

日
の
「
ト
ヤ
」
は
、
こ
の
日
堂
上
…
鞠
会
と
「
御
神
号
火
焼
き
」
が
行
わ
れ

た
こ
と
を
示
す
。
上
・
中
・
下
は
そ
れ
ぞ
れ
地
下
門
弟
の
組
別
の
例
会
を

表
す
。

　
出
席
欄
の
マ
ー
ク
に
つ
い
て
、
楕
円
は
鞠
始
あ
、
☆
は
七
夕
鞠
の
出
席

印
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
全
員
共
通
で
あ
る
。
○
は
自
分
本
来
の
組
の
例

会
に
出
席
し
た
者
、
丸
に
一
つ
引
き
○
の
者
は
、
そ
の
日
の
主
催
者
を
示

す
。
△
は
他
の
地
下
門
弟
の
組
の
例
会
に
出
席
し
た
者
、
◇
は
地
下
門
弟

が
堂
上
の
例
会
に
出
席
し
た
こ
と
を
示
す
。

（
覆
）
個
人
別
の
例
会
へ
の
出
席
状
況
（
【
覧
表
）

　
表
中
の
全
門
弟
を
通
じ
て
最
も
鞠
会
へ
の
出
席
回
数
が
多
い
の
は
、
下

組
の
藤
井
四
郎
兵
衛
の
一
八
回
で
あ
る
。
次
い
で
中
組
の
宮
西
市
右
衛
門

の
一
六
回
、
鞠
屋
の
竹
野
屋
藤
吉
一
四
回
、
下
組
の
内
海
長
右
衛
門
＝
二

回
と
続
く
。
四
郎
兵
衛
の
出
席
内
訳
は
、
こ
の
年
に
開
か
れ
た
＝
回
の

下
組
の
例
会
全
て
に
出
席
（
う
ち
一
回
忌
主
催
）
し
、
公
家
衆
の
例
会
に

四
回
、
中
止
の
例
会
に
一
回
、
そ
れ
に
鞠
始
め
と
七
夕
鞠
に
も
出
て
、
月

平
均
一
・
五
回
と
い
う
熱
心
さ
で
あ
る
。
次
の
宮
西
市
右
衛
門
は
、
既
述

の
よ
う
に
枝
鞠
を
務
め
た
高
弟
で
あ
る
。
彼
は
、
宝
永
七
年
、
江
戸
城
中

将
軍
上
覧
鞠
に
雅
豊
、
雨
催
の
両
当
主
に
従
っ
て
下
り
、
蜂
谷
宗
英
と
と
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も
に
こ
れ
に
出
場
し
て
い
る
。
名
足
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鞠
屋
の
竹
野

屋
藤
吉
は
同
藤
次
の
一
族
で
、
鞠
・
装
束
・
沓
な
ど
鞠
用
品
商
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

当
時
篭
屋
と
並
ん
で
京
都
の
有
力
な
鞠
商
で
あ
っ
た
。
後
年
（
安
永
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

間
）
、
竹
野
屋
藤
次
宅
に
は
下
組
の
鞠
稽
古
場
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

表
で
も
下
組
の
鞠
会
に
は
藤
吉
か
藤
次
の
ど
ち
ら
か
が
必
ず
出
席
し
て
い

る
か
ら
、
あ
る
い
は
、
こ
の
時
代
か
ら
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
内
海
長
右
衛
門
は
『
町
人
考
見
録
　
中
』
に
「
歌
・
鞠
を
好
み
家
業

を
忘
れ
…
」
、
最
後
に
は
山
師
に
騙
さ
れ
て
身
代
を
失
っ
た
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

る
播
磨
屋
長
右
衛
門
、
宮
西
市
右
衛
門
と
並
ぶ
高
弟
で
上
組
の
蜂
谷
宗
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
栄
）
は
香
道
志
野
流
八
代
目
の
家
元
、
花
房
筆
順
・
九
兵
衛
は
室
町
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

蛸
薬
師
町
の
丸
屋
一
族
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
出
席
阿
数
が
少
な
い
の
で
（
何
れ
も
こ
の
年
は
一
回
）
表

か
ら
は
外
し
た
が
、
上
組
に
は
本
阿
弥
六
三
郎
（
研
師
、
有
馬
中
務
大
輔

扶
持
人
）
、
中
組
に
山
下
惣
右
衛
門
（
秋
田
藩
呉
服
方
）
、
下
組
に
、
辻
次

郎
右
衛
門
（
両
替
商
玉
屋
）
な
ど
の
有
力
な
町
人
や
富
商
の
名
が
見
え

　
ガ
　

る
。　

例
会
は
彼
ら
に
と
っ
て
月
一
回
の
ゴ
ル
フ
・
コ
ン
ペ
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
近
世
の
地
下
向
け
の
群
書
に
見
ら
れ
る

教
え
の
「
鞠
の
十
徳
」
、
即
ち
、
蹴
鞠
の
効
用
十
力
点
「
神
徳
、
成
仏
、

姿
よ
く
な
る
、
足
利
く
、
目
早
し
、
無
病
、
愛
敬
あ
り
、
高
家
と
交
わ

る
、
独
り
楽
し
む
、
一
芸
足
る
」
と
い
っ
た
徳
目
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

十
徳
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
生
活
の
質
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る

　
　
　
　
お
　

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
『
飛
鳥
井
雅
豊
日
記
』
に
よ
り
、
元
禄
、
宝
永
期
の
蹴
鞠
道
家

と
し
て
の
飛
鳥
井
家
の
蹴
鞠
年
間
暦
を
復
元
し
て
見
た
。
そ
の
結
果
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

（一

j
道
家
と
し
て
年
間
の
節
目
と
な
る
重
要
な
行
事
は
、
正
月
四
日
の

…
鞠
始
め
、
七
月
七
日
の
七
夕
鞠
、
で
あ
り
。
こ
れ
に
次
い
で
十
一
月
九
日

の
御
神
号
火
焼
き
で
あ
っ
た
。
前
の
二
つ
は
堂
上
地
下
の
門
弟
を
集
め
、

両
家
の
当
主
が
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
火
焼
き
は
飛
鳥
井
家
内
の
行
事
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
最
も
多
く
行
わ
れ
た
の
は
京
の
門
弟
た
ち
の
蹴
鞠
例
会
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
堂
上
、
地
下
の
身
分
別
に
な
っ
て
お
り
、
地
下
の
門
弟
は

さ
ら
に
上
中
下
三
組
の
組
織
別
に
行
っ
て
い
た
。
各
組
と
も
二
月
か
ら
十

一
月
の
蹴
鞠
シ
ー
ズ
ン
に
は
毎
月
一
、
二
回
の
割
合
で
こ
れ
を
行
っ
て
い

る
。

（
三
）
免
許
に
は
、
堂
上
・
武
家
に
対
す
る
冠
懸
緒
の
免
許
と
蹴
鞠
色
目

（
装
束
・
鞠
場
・
技
士
）
の
免
許
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
懸
緒
の
免
許

は
公
家
や
上
級
武
家
の
昇
殿
に
拘
わ
る
こ
と
で
、
蹴
鞠
の
プ
レ
ー
と
直
接

の
関
係
は
な
い
。
こ
ち
ら
は
必
ず
年
間
に
数
件
の
記
事
が
認
め
ら
れ
た
。

後
者
に
関
し
て
は
、
公
家
門
弟
向
け
の
も
の
が
若
干
見
ら
れ
た
が
、
実
際
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に
は
最
も
件
数
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
全
国
の
地
下
二
足
に
対
す
る
色

目
免
許
は
殆
ど
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
史
料
的
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
一
年
十
一
月
六
日
受
理
）

文
献
と
注

（
1
）
『
に
ぎ
は
ひ
草
』
佐
野
紹
益
、
『
新
燕
石
十
種
第
三
巻
』
所
収
、
昭
和
五
六

　
　
年
、
中
央
公
論
社
。

　
　
『
町
人
考
見
録
』
三
井
高
房
、
日
本
思
想
大
系
『
近
世
町
人
思
想
』
所
収
、

　
　
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、
二
一
〇
頁
。

（
2
）
『
柳
多
留
　
こ
山
沢
英
雄
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
平
成
七
年
、
三
四
七
頁
。

　
　
「
鞠
箱
」
は
小
松
屋
百
亀
作
『
聞
上
手
』
安
永
二
年
よ
り
、
『
江
戸
笑
話
集
』

　
　
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
、
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
店
、
四
〇
七
、
四
〇
八

　
　
頁
。

（
3
）
『
明
月
記
』
藤
原
定
家
、
建
保
元
年
五
月
十
六
日
。

（
4
）
竹
下
喜
久
男
「
近
世
中
期
摂
北
に
お
け
る
蹴
鞠
の
展
開
」
、
『
史
学
論
集
』
仏

　
　
教
大
学
文
学
部
史
学
転
子
創
設
三
十
周
年
記
念
所
収
、
一
九
九
九
年
三
月
、

　
　
九
三
～
一
〇
六
頁
。

（
5
）
『
西
鶴
織
留
　
巻
一
』
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
西
鶴
集
　
下
』
所
収
、
昭
和

　
　
四
〇
年
、
岩
波
書
店
、
三
二
三
頁
。

（
6
）
守
屋
毅
「
家
元
制
度
そ
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
近
世
芸
能
文
化
史
の
研

　
　
究
』
所
収
、
一
九
九
二
年
、
弘
文
堂
、
八
三
～
＝
七
頁

（
7
）
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
所
蔵
本
、
七
八
三
ー
イ
ニ
七
1
一
七
二

（
8
）
渡
辺
融
、
口
頭
発
表
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
蹴
鞠
道
の
全
国
組
織
に
つ
い

　
　
て
」
日
本
体
育
学
会
体
育
史
専
門
分
科
会
定
例
研
究
会
一
九
九
八
年
五
月
十

　
　
六
日
、
於
三
重
大
学

（
9
）
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
が
没
し
た
の
は
宝
永
六
年
正
月
十
日
号
あ
る
。

（
1
0
）
九
条
兼
実
『
玉
葉
』
巻
二
十
、
安
元
二
年
三
月
五
日
。

（
1
1
）
『
革
網
要
略
集
』
巻
第
四
行
儀
天
骨
事
、
渡
辺
・
桑
山
著
『
蹴
鞠
の
研
究
』

　
　
所
収
、
東
大
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
三
〇
七
、
三
〇
八
頁
。

（
1
2
）
渡
辺
・
桑
山
、
前
掲
三
三
四
章
「
鎌
倉
時
代
の
蹴
鞠
界
の
動
向
」
七
六
～
八

　
　
六
頁
。

（
1
3
）
『
吾
妻
鏡
』
文
応
二
年
正
月
十
日
、
将
軍
御
所
鞠
始
め
の
記
事
に
、
足
利
判

　
　
富
家
氏
が
教
定
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
『
蹴
鞠
條
々
大
概
』
応

　
　
永
十
六
年
二
月
十
七
日
、
飛
鳥
井
雅
縁
よ
り
斯
波
義
将
宛
の
蹴
鞠
伝
書
（
写

　
　
本
）
の
奥
書
に
そ
の
旨
を
記
し
て
あ
る
（
平
野
神
社
所
蔵
イ
、
ロ
本
）
。
な

　
　
お
、
同
伝
書
の
写
本
は
内
閣
文
庫
本
『
蹴
鞠
紗
物
部
類
』
一
九
九
1
二
六
三

　
　
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
室
町
前
期
』
風
間
書
房
、
昭
和
三
六

　
　
年
、
三
三
、
三
四
頁
。

（
1
5
）
『
看
聞
御
記
』
永
享
四
（
一
四
三
二
）
年
九
月
一
日
の
条
に
「
世
間
蹴
鞠
繁

　
　
盛
云
々
、
室
町
殿
玉
髄
遊
、
価
諸
人
稽
古
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
室
町
殿
は

　
　
足
利
六
代
目
の
義
教
で
あ
る
。
続
群
書
類
従
捕
遺
二
所
収
。

（
1
6
）
安
田
晃
子
「
戦
国
時
代
に
お
け
る
蹴
鞠
の
伝
播
状
況
図
」
大
分
県
先
哲
史
料

　
　
館
第
三
回
秋
期
企
画
展
展
示
案
内
所
収
、
一
九
九
七
年
十
一
月
、
な
お
、
伊

　
　
達
家
宛
の
免
許
は
永
禄
照
年
一
二
月
五
日
付
、
飛
鳥
井
雅
教
よ
り
伊
達
晴
宗

　
　
　
へ
（
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
伊
達
締
文
書
十
所
収
）
、
種
子
島
家
宛
の
も
の

　
　
は
天
正
一
七
年
＝
月
二
二
日
付
、
飛
鳥
井
雅
継
よ
り
種
子
島
久
時
宛
、
相

　
　
田
次
郎
『
日
本
の
古
文
書
』
所
収
。

（
1
7
）
『
徳
川
実
紀
』
第
一
篇
、
慶
長
九
年
九
月
二
十
日
。

　
　
同
上
書
、
第
一
篇
、
慶
長
一
九
年
七
月
二
〇
、
二
一
日
、
八
月
二
二
日
。

（
1
8
）
外
郎
に
つ
い
て
は
『
正
保
録
』
内
題
「
例
格
抄
」
、
正
保
四
年
六
月
廿
六
日

　
　
参
照
。
内
閣
文
庫
二
六
三
一
二
〇
九
、
＝
冊
ノ
中
一
〇
。

（
！
9
）
飛
鳥
井
家
の
免
許
独
占
権
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
桑
山
浩
然
「
飛
鳥
井
家
伝

　
　
来
蹴
鞠
文
書
の
研
究
」
、
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
　
下
巻
』

　
　
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
を
参
照
。

（
2
0
）
雅
豊
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
六
八
集

　
　
『
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
』
四
頁
「
飛
鳥
井
家
譜
」
に
よ
る
。

（
2
1
）
『
日
記
』
正
徳
元
年
一
二
月
三
日
目
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（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
！
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

『
日
記
』
正
徳
元
年
七
月
七
日
。

『
椀
記
　
第
一
』
享
保
九
年
六
月
二
四
日
、
『
史
料
大
観
』
哲
学
書
院
、
明
治

三
三
年
、
所
収
、
　
○
、
＝
頁
。

『
大
日
本
近
世
史
料
　
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
五
』
　
一
八
七
～
一
九
三
頁
。

『
蹴
鞠
俗
学
抄
附
蹴
鞠
百
首
和
歌
』
東
北
大
学
図
書
館
狩
野
文
庫
本
　
第
五

門
一
七
三
六
九
、
所
収

『
都
林
泉
名
勝
図
會
　
巻
一
』
秋
里
籠
島
、
絵
師
西
村
申
和
・
佐
久
間
草

優
・
奥
文
鳴
ら
、
寛
政
＝
年
、

桑
山
浩
然
「
飛
鳥
井
家
が
鳥
帽
子
懸
緒
の
許
可
権
を
得
る
こ
と
」
、
桑
山
編

『
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
』
所
収
、
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究

成
果
報
告
書
、
一
九
九
二
年
、
五
一
～
八
○
頁

中
西
貞
三
著
『
蹴
鞠
抄
』
私
家
版
、
昭
和
三
九
年
、
＝
一
二
～
＝
一
＝
頁

『
遊
庭
秘
抄
』
平
野
神
社
所
蔵
本
三
冊
の
う
ち
（
ハ
）
本
の
奥
書
に
「
此
～

冊
受
令
助
筆
之
由
、
難
波
三
品
之
所
望
難
洩
、
任
務
写
本
馳
禿
筆
毫
、
尤
僻

字
等
有
之
間
、
以
謹
門
戸
被
加
再
校
者
也
、
　
元
禄
十
弍
年
五
月
中
旬

拾
遺
行
康
」
と
あ
る
。

＝
二
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
『
革
菊
要
略
集
』
の
「
威
儀
　
会
者
事
」
の
項

に
も
既
に
「
（
会
者
が
）
多
勢
は
そ
の
日
の
一
の
難
な
り
、
然
ら
ば
人
数
を

能
々
計
る
べ
し
、
一
両
の
余
分
を
有
ら
し
め
、
十
人
ば
か
り
な
ど
宜
し
か
る

べ
し
」
と
あ
る
。
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』
二
三
八
頁
。

『
徳
川
実
紀
』
宝
永
七
年
四
月
五
日
、
江
戸
城
中
将
軍
上
覧
鞠
の
記
事
に
飛

鳥
井
雅
豊
卿
の
弟
子
「
宮
内
市
右
衛
門
」
と
あ
る
が
、
当
時
飛
鳥
井
家
の
高

弟
の
中
に
宮
内
と
い
う
弟
子
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
「
宮
西
」
の

誤
り
で
あ
ろ
う
。

竹
之
屋
と
篭
屋
に
つ
い
て
は
『
角
川
日
本
姓
氏
人
物
歴
史
大
辞
典
　
京
都
市

篇
』
付
録
「
文
献
所
見
近
世
町
人
一
覧
」
八
〇
二
頁
。

下
組
の
蹴
鞠
稽
古
場
に
つ
い
て
は
、
難
波
宗
城
の
『
鞠
消
息
こ
（
平
野
神

社
蔵
旧
難
波
家
文
書
一
一
の
一
三
）
の
安
永
三
年
正
月
の
竹
之
屋
一
件
に
記

述
が
あ
る
。

内
海
（
播
磨
屋
）
長
右
衛
門
に
つ
い
て
は
『
町
人
考
見
録
　
中
』
前
掲
書

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

「
は
じ
め
に
」
の
（
文
献
1
）
参
照
。

蜂
谷
宗
玄
「
志
野
流
香
道
史
序
説
」
、
蜂
谷
宗
由
監
・
長
ゆ
き
編
『
香
道
の

作
法
と
組
香
』
所
収
　
雄
山
閣
出
版
、
平
成
五
年
、
七
頁
、
に
八
代
目
宗
英

（
栄
）
が
宝
永
七
年
四
月
の
将
軍
上
覧
鞠
に
出
場
し
た
と
あ
る
。
蹴
鞠
道
家

側
の
史
料
や
幕
府
側
の
史
料
で
は
ま
だ
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
。

丸
屋
一
族
は
、
『
町
人
考
見
録
　
中
』
に
「
花
房
一
党
」
と
し
て
登
場
す
る
。

前
掲
「
は
じ
め
に
し
の
（
1
）
、
二
〇
七
頁
。

本
阿
弥
六
三
郎
に
つ
い
て
は
『
角
川
日
本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
　
京
都
市

篇
』
、
巻
末
「
文
献
所
見
近
世
町
人
一
覧
」
七
八
九
頁
。

山
下
惣
左
衛
門
に
つ
い
て
は
放
送
大
学
の
杉
森
哲
也
先
生
の
ご
教
示
に
与

〉
つ
こ
。

・
刀
　
　
チ
ρ

三
次
郎
右
衛
門
に
つ
い
て
は
『
町
人
考
見
録
　
中
』
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

「
鞠
の
十
徳
」
を
収
め
て
い
る
近
世
謡
講
は
多
い
。
先
に
あ
げ
た
『
蹴
鞠
俗

学
抄
』
の
ほ
か
に
、
井
伊
家
文
庫
蔵
の
『
蹴
鞠
十
二
首
位
』
、
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
の
『
后
又
軍
記
　
単
声
篇
』
、
筑
波
大
学
図
書
館
蔵
の
『
蹴
鞠
安
法
』

等
が
あ
る
。
難
波
宗
建
が
こ
れ
を
「
仏
者
の
説
か
し
（
『
蹴
鞠
部
類
抄
十
一
』

難
波
宗
城
編
、
大
津
市
平
野
神
社
蔵
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
蹴
鞠
道
家
起

源
の
説
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。
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Annual　Events　of　the　Asukais’　Kemari　School

in　the　Edo　Era

Tohru　WATANABE

ABSTRACT

　　In　this　paper，　in　order　to　clarify　the　actual　activities　of　the　Kemari　school　of　the

Asukais　in　the　Edo　era，　the　author　tried　to　reconstruct　the　anRual　schedule　of

activkies　related　to　Kemari　（Japanese　traditional　footba11）　in　those　days，　based　on

the　dlary　of　Masatoyo　Asukai　who　was　the　headmaster　of　the　Asukais’　school　of

Kemari　from　1679　to　17！2．

Fo｝lowings　were　the　findings　clarified　through　this　study　of　the　annual　calendar：

1．The　most　important　annual　events　in　the　Kemari　schoo｝were　the　Maγi－llaブ吻θ

　　on　the　4th　of　January　and　the　Tanabata－Mari　oR　the　7th　of　Jgly　（a　festive　day

　for　the　cerestial　weaviRg　maiden，　TanabataKsume）　．　The　former　was　held　as　a

　　ritual　of　the　starter　game　of　the　New　Year　aRd　the　latter　was　conducted　as　an

　　event　of　a　prayer　for　the　advaRcement　of　the　art　of　Kemari　in　conjunction　with

　　the　Kikouden　（a　festival　in　which　people　wish　for　their　improvement　in　skilD．

2．　Events　that　took　place　iR　largest　nurnber　were　the　regular　Kemari　meetings，

　　which　were　held　by　his　disciples　resided　in　KyoSo．　Those　meetings　were　held

　separately　according　to　their　social　standings；　i．　e．，　the　Kuge　（the　court　nobles）

　and　the　lige　（the　commoners）．The　lige　disciples　were　further　devided　into

　　three　groups，　each　of　which　held　its　regular　Kemari　meeting　once　or　twice　a

　month．

3　．　The　school　had　conferred　two　kinds　of　Kemari　license　to　its　discip｝es．　One　was

　a　license　to　wear　a　purple　chinstrap　to　tie　a　headgear　which　was　necessary　for

　the　court　nobles　and　the　upper　class　sarflurai　to　visit　the　Emperor’　s　court　and

　the　other　was　a　license　to　wear　a　costume　and　other　things　which　indicated　one’

　s　rank　in　the　school．　Severa｝　recordings　on　the　former　license　were　anRually

　found　in　the　diary；　however，　descriptions　on　the　latter　were　only　few　and

　insufficient


